
別記関係団体御中

特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)の推進につきまして

は、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げま司、。

特定健診等を実施する際の保険資格の確認については、「特定健康診査・特定保健指

導の円滑な実施に向けた手引き(第4.2版)付属資料1-4:集合契約における標準的

な契約書の伊山第3条第1項第5号において、有効期限内の被保険者証の確認をもって

保険資格の確認をすることをお示ししているところです。

一方、令和7年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限

切れにより順次失効していくことにより、気がつかずに有効期限が切れた健康保険証

を引き続き持参してしまう受診者が特定健診・特定保健指導の実施機関(以下「健診・

保健指導機関」という。)を訪れることも当面は想定されます。

そのため、受診者が有効期限を迎えた従来の健康保険証からの切り替えやマイナ保

険証の電子証明書の有効期限の更新等への対応が必要な中において、最後に切り替わ

る自治体の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日であることに鑑み、令和8年3

月末までは、契約当事者間の合意に基づき、

・被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会する

・保険者に資格情報を照会する

等の方法により確認した資格情報と受診券・利用券の情報を照合・確認し、有資格者か

否かを判別する運用は、暫定的な対応として差し支えないものと考えますが、その際は、

健診・保健指導機関から受診者に対し、次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参

いただくよう働きかけることについて御協力をお願いいたします。

また、受診者がマイナ保険証で健診を受診するまたは保健指導を利用する資格があ

るか確認を受けられる環境を整えるためには、オンライン資格確認を導入いただく必

要がありますが、保険医療機関以外の健診・保健指導機関も、任意でオンライン資格確

認(資格確認限定型)を導入するととを可能としています。まだ環境整備が完了してい

ない健診・保健指導機関においてもオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入をご

検討いただきたく、周知用のり一フレットを作成いたしました。

今後、健康保険証の有効期限切れに伴って、マイナ保険証の利用者が増加していくこ収,又
とも想定されますので、健診・保健指導機関にオンライン資格確認(資格確認限定型) NO.j今oy
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の導入を呼びかけることについて御協力をお願いいたします。

つきましては、本事務連絡の内容について御了知いただくとともに、貴管下関係団体

又は市町村へ周知いただくようぉ願いいたします。

【担当】

特定健康診査・特定保健指導における保険資格確認

係る照会先

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

医療費適正化対策推進室斎藤、倉永

TEL:03-5253-11H (内線) 3180

tekiseika01@mhlw. go. jp

オンライン資格確認等システムの導入に係る照会先

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

保険データ企画室士山、富田

TEL :03-5253-1111 (内線) 3126

Suisin@mhlw. go. jp



偶1信己)

保険者及びその中央団体

国民健康保険中央会

都道府県

都道府県国民健康保険主管課

健診・保健指導実施機関等

日本医師会

日本歯科医師会

全国労働衛生団体連合会

全日本病院協会

日本人間ドック・予防医療学会

予防医学事業中央会

結核予防会

日本病院会

日本総合健診医学会

日本看護協会

日本栄養士会

日本保健指導協会

その他関係団体

社会保険診療報酬支払基金

保健医療福祉情報システムエ業

団体名



勗短2日で導入可能!

オンライン資格確認(資格確認限定型)の導入手順

1 端末等の選定/購入

オンライン資格確認が実施できる機器を選定のうえ、購入してくださし
のに必になります。は※購入した際の

大切に保管をお願いいたします。

2 ボータルサイトでのユーザー登録/利用申請

.ボータルサイトでのユーザー(アカウント)登録を1テつてください。

.登録後に、ボータルサイMログインし、以下を参考に利用申請を行ってください。

医機向け総合ボータルサイト ※ユーザー(アカウント)未のSteDI
でのユーザー(アカウント)登録※

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SteD2
医機等向け総合ボータルサイト
にログイン

晶幽ユー廿一垂"はこぢら

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ご不明点は

コールセンターまで

SteD4 利用開始申をクリック

回'回

回"

マイナ

,

0グイ゛■こちら

格 アプリ

3 アプリのダウンロード

「マイナ資格確認アブノ」を一般のアプ1Jストアからダウンロードの
うえ、手順に沿って機器の設定等をお願いいたします。
(右記の二次元コードからダウンロード可能)

"用

健診実施機関(保険医療機関(医科))の皆様へ

対象の種

はこちら

SteD3

合のみ

^^^^^^^^^●

申

補助金申

裏面の内容を確認のうえ、医療機関等向け総合ボータルサイトから補助金申請を行ってください。
ノ

回回お問い合わせ先:オンライン資格確認等コールセンター

0800-080-4583 (通話無料)

機等【モバイル端末
をクリツク

.

利用開始申請の手続が完了すると、ユーザー登録時に登録した
メールアドレス宛に、利用開始申請受付完了のメールカちぎ付されま
す。

メールが届くまでに、2日~1週間程度お時間をいただいております。
あらかじめご了承ください。

晶巨,豊一鼻
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】の

厚生嶺働や焚社会保険診療報支払基金
口と.くらし、みらいのために

^^^^^^^^^●

健診実施機関

(保険医療機関(医科))

月~金 8:00~18:00
土 8:00~16:00 (いずれも祝日を除く)

Chnn琴e,chenenge.cha口Ce

鼎峨馳

マイナ保険証を基本とする

仕組みへの移行にむけて
オンライン資格確認

(資格確認限定型)

の導入をご検討ください
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従・の健广保険証の有効期限満了を見据え、

ンーイン資格確認(資格確認限定型)の導入を是非ご検討くださし

マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

昨年12月より、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。

従来の健康保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までであり、有効期限が
満了した方は、マイナ保険証か、資格確認書を利用して資格確認を受けることとなります。

健診実施関における保険資格確認の実施方法

健診実施機関において、オンラインでの保険資格の確認を必要とする場合には、
以下の方法で確認力句能です。

(i)「オンライン資格確認(既存型)」
外来と同様に、顔認証付き力ードリーダーでマイナンバーカードを読み取る

②蕩男顎桜ず議罷瓢室郵抑凰旦

(3) 1(1y.;k之る%券襍袈)盲箱苗1盲壱、、耀詠111且み合わせ.、=
※④「マイナンバーカードt資格1僻艮1場亥口らせ畔且み合わせ」、⑤「資格晦忍耆弓よる鴫二忍」も
可能です。

すでに①「オンライン資格確認(既存型)」を導入している医療機関等においても、
る Aも、

卑、

バ
,

1 -ンー

簡素な仕組みによりオンラインでの保険資格の確認力句能となるので、
2「オンライン資格確認(資格確限定型)」の入をご検討ください。

オンライン資格確認(資格確認限定型)について

.健診実施機関で準備したモバイル端末等を用いて患者のマイナンバーカードを読み取
り、患者の保険資格情報をその場で確認できます◎

.顔認証付き力ードリーダーを用いたオンライン資格確認と比べ、保険資格情報のみを
確認する簡索な仕組みのため、診療/薬剤情報・特定健診等情報の閲覧はできませ
ん。 患者の保険資格^確認
患者のマイナンバーカード

目

.

團

マイナンバーカードの
読み取り

健診実施機関の端末

旦↓"鼎"、鳥呈、_トスマートフォン

タブレット(※)
※マイナンパーカーM読取り機能の無し汐ブι剛卜では
Bluetooth汎用力ードリーダーが必要です.

y オンライン資格確認の導入に対する財政支援について

オンライン資キ各確認(資キ各確認限定型)の導入(パソコン・タブレットに接続する
市販の汎用力ードリーダー、モバイル端末の購入等)に対して費用補助を行います。

補助対象の機器

パソコン・タブレットに

^する汎用力ードリーダー

回"回
弔一

回:

+Blueto0廿1

汎用力一NJーダー

目

臼^定叡捻
Wιr^'10. wlr^11での

ご甲^,1彫してい享す

補助額:最大3.1万円(事業費に対し3/4の補肋

申請期限:令和8年1月15日
詳細は、右記二次元コードよりご確認ください。

スマートフオン

In殉9



昂短2田で導入可能!

オンライン資格確認(資格確認限疋型)の導入手順

1 端末等の選定/購入

オンライン資格確認が実施できる機器を選定のうえ、購入してください。
※購入した際の
大切に保管をお願いいたします。

ボータルサイトでのユーザー登録/利用申2

. ボータルサイトでのユーザー(アカウント)登録を行ってください。
登録後に、ボータルサイトヘログインし、以下を参考に利用申請を1テコてください。

向け総合ボータルサイト ユーザー登録の詳しい手1順は、SteD1 施
ユーザー登録手1順をし、ください。でのユーザー(アカウント)登録

、オン5イン

回

.

は助金 のハに必になります。

向け

総合ポータルサイト

S塑P2
術向け総合ボータルサイト
にログイン

〔Z

^^

ご不明点は

コールセンターまで

^^^●.■、^

ーサー舜^与ら

^^^^^^^^

SteD4 利用開始申請をクリック

回..回

対象の機種
、はこちら
Ξ'

回'""..'

マイナ枯硫謡アプリ

,略

3 アブリのダウンロード

「マイナ資格確認アブJ」を一般のアブノストアからダウンロードの
うえ、手順に沿って機器の設定等をお願いいたします。
(右記の二次元コードからダウンロード可能)

0グイ^ちら

健診実施機関(保険医機関(歯科)、薬局、
保険医療関以外の施設、保険者の方)の皆様へ

回'回

回" L.'

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SteD3 各申請をクリツク

'

國

カ,裁,ー

補助金申

裏面の内容を確認のうえ、施術所向け総合ボータルサイトから補助金申請を1テつてください。

0800-080-4583 (通話無料)
月~金 8:00~18:00
土 8:00~16:00 (いずれも祝日を除く)

利用開始申請の手続が完了すると、ユーザー登録時に登録した
メールアドレス宛に、利用閲始申請受付完了のメールが送付され
ます。
メールが届くまでに、2日~1週間程度お時間をいただいております。
あらかじめご了承ください。

健診実施機関

(保険医療機関(歯科)、薬局、

保険医療機関以外の施設、保険者の方)向け

マイナ保険証を基本とする

仕組みへの移行にむけて

オンライン資格確認(資格確認限定型)

の導入をご検討ください勝入隼惇

^^^^^^●

各曇申仙

Chan号e.cha11enge,chnncL

鼎轍懸
WlndowsAndrold10S

回'回ム
. 1 お問い合わせ
こちら

回÷. Z
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オンラ

従来の健康保険証の有効期限満了を見据え、

ン資格確認(資格確認限定窒)の導を是非ご検討ください

マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

昨年12月より、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。

イ趙来の健康保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までであり、有効期限が
満了した方は、マイナ保険証か、資格確認書を利用して資格確認を受けることとなります。

健診実施機関における保険資格確認の実施方法

健診実施機関において、オンラインでの保険資格の確認を必要とする場合には、
以下の方法で確認力句能です。

け力り資格確認慨存到上候畷棚・一■

健診実施機関のモバイル端末等でマイナンバーカードをJみ取る[ヨ「オンライン資格確認(資格確認限定型)」

マイナンバカドと受診者のモバイル端末を用いて行う

「マイナボータルの保険資格画面の確認」の組み合わせ

※④「マイナンバーカーtミと劃各,1誹即浦亥UらせU泳且み合わせ」、⑤「資格晦忍課こよる瑠忍」も
可能です。

すでに①「オンライン資格確認(既存型)」を導入している医療機関等においても、
ンー t1 にある園ハス健診など、導が異る場合も、

簡素な仕組みによりオンラインでの保険資格の確認力句能となるので、
2「オンライン資認(資格認限定型)」の入をご検討ください。

施所等向け総合ボータルサイNこっいて
オンライン資格確認に関する情報や、導入の手引きを公開しています。

ユーザー(アカウント)登録が未完了の方は裏面の手順を確認し、ご登録ください

オンライン資格確認(資格確認限定型)について

健診実施機関で準備したモバイル端末等を用いて患者のマイナンバーカードを読み取
をその■で確できます。り、患者の

顔認証付き力ードリーダーを用いたオンライン資格確認と比べ、保険資格情報のみを
のこめ、診療ノ薬剤情報・特定健診等情報の閲覧はできませす

患者の保険資棚^確認

.

.

ん。

患者のマイナンバーカード

タブレット(・:・)
X マイナンバーカードの読取り機能の無いタブレットでは
Bluetooth汎用力ードリーダーが必要です.

團

凰旦

'田=

マイナンバーカードの
読み取り

健診実施機関の端末

旦゛県゜1旦呈、_ト

オンライン資格確認の導入に対する財政支援について

オンライン資キ各確認(資キ各確認限定型)の導入(パソコン・タブレットに接続する
市販の汎用力ードリーダー、モバイル端末の購入等)に対して費用補助を行います。

補助対象の機器

パソコン・タブレッNこ

接続する汎用力ードリーダー

+Bluetooth

洞用力一1dJ→一

目

貫^辻叡雌
Wjt^工10. Wιr^怖Uでの

ご甲11編宝'彫しτいます.

補助額:最大3.1万円(事業費に対し3/4の補助)

申請期限:令和8年1月15日
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